
、 戸  W 宙  お

事 務 連 絡

平成 18年 1月 25日

各都道府県栗務主管課 御 中

厚生労働省医薬食品局審査管理課

BSE非 発生国産原料を配合した化粧品をBSE発 生回経由で

中華人民共和国に輸出する場合の取扱いについて

っ誤蕃合予季課冒冒を習サ冒唇ヂ旨格橿

えます。

記

l BSE非 発生国の牛 ・羊出来原料を使用して、BSE発 生国である日本に

おいて化粧品を製造 し、当該化粧品を中華人民共和国に輸出する場合、中華

人民共和国衛生部 2002年 公告は適用されていなかつたが、この度、衛生

部から公告の適用を受けるとの考えが示された。

2 衛 生部に確認を求めたところ、以下のとお り街生部 2002年 公告の適用

を受ける旨回答された。

なお、衛生部回答は仮訳であることを念の為申し添える。

[衛生部回答]

1.化 粧品について、BSE非 発生国 (例 オ ース トラリア)産 であつて

もBSE発 生国 (例 日 本)経 由で中国に輸出する場合は、衛生部 20

02年 公告第 1号 、第 2号 、第 3号 の適用がある。

2 よ つて、 I類 成分を含まないが、H類 成分を含む化粧品を中国に輸出

する場合、衛生部に提出すべき検疫証明書は、厚生労働省医薬食品局審

査管理課長別紙様式 6で ある。また、企業は、衛生部に対 し、第二者が

発行 したI類 成分に係 る 「危険性評価報告書」を提出しなければならな

V 。`

中華人民共和国衛生部国際合作司

2005年 12月 14日



別 紙

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

経済産業省製造産業局生物化学産業課

農林水産省消費 ・安全局衛生管理課国際衛生対策室

日本化粧品工業連合会

日本輸入化粧品協会

日本パーマネン トウェーブ液工業組合

日本医薬品添加済1協会

在 日米国商工会議所化粧品委員会

欧州ビジネス協議会化粧品委員会

日本石鹸洗剤工業会

日本石鹸洗剤工業組合

日本歯磨工業会

日本ヘアカラーエ業会

染毛剤懇話会

日本浴用剤工業会

日本エアブール協会

日本エアゾールヘアラッカーエ業組合


